
奈良県警察組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和８年３月１１日

奈良県公安委員会

委員長 菊 池 武之祐

奈良県公安委員会規則第１号

奈良県警察組織規則の一部を改正する規則

奈良県警察組織規則（昭和４３年６月奈良県公安委員会規則第１０号）の一部を次の

ように改正する。

第１０条中「７課」を「６課」に改め、「少年課」を削り、「生活環境課」を「生活

安全捜査課」に改める。

第１１条第４号中「少年課及び生活環境課」を「生活安全捜査課」に改め、同条第６

号、第７号及び第９号中「生活環境課」を「生活安全捜査課」に改め、同条中第１２号

を第１７号とし、第１１号の次に次の５号を加える。

⑿ 少年非行の防止に関すること。

⒀ 少年の補導及び少年相談に関すること。

⒁ 犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為に係る被害少年の保護に関すること。

⒂ 少年を被害者とする犯罪の防止に関すること（人身安全対策課及び生活安全捜査

課の所掌に属するものを除く。）。

⒃ 少年指導委員等少年関係ボランティアの指導及び育成に関すること。

第１２条第５号中「警ら用無線自動車」を「自動車警ら隊」に改め、同条第６号中「

鉄道警察」を「鉄道警察隊の運用」に改める。

第１３条を削り、第１２条の２を第１３条とする。

第１４条（見出しを含む。）中「生活環境課」を「生活安全捜査課」に改め、同条中

第１０号を第１４号とし、第９号の次に次の４号を加える。

⑽ 非行少年に係る事件の捜査及び調査に関すること。

⑾ 少年の福祉を害する犯罪の捜査に関すること。

⑿ 少年に対する暴力団の影響の排除に関すること。

⒀ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法

律の施行に関すること（生活安全企画課の所掌に属するものを除く。）。

第１６条中「及び機動捜査隊」を削る。



第２３条を削り、第２２条を第２３条とし、第１７条から第２１条までを１条ずつ繰

り下げる。

第１６条の２を第１７条とする。

第３４条の２第８号中「警察用航空機」を「航空隊」に改める。

第３８条第１項中「、機動捜査隊」を削る。

第４８条第３項中「若しくは検問所」を削る。

別表第１会計課監査室の項の次に次のように加える。

施設装備課施設整備推進 第５条第１号及び第２号に掲げる事務

室

別表第１生活安全企画課許認可審査室の項の次に次のように加える。

生活安全企画課少年サポ 第１１条第１２号から第１６号までに掲げる事務

ートセンター

別表第１少年課少年サポートセンターの項を削る。

別表第１刑事企画課刑事指導室の項中「第１６条の２第２号」を「第１７条第２号」

に改め、同項の次に次のように加える。

刑事企画課機動捜査隊 第１７条第５号に掲げる事務

別表第１組織犯罪対策課特殊詐欺捜査室の項を次のように改める。

組織犯罪対策課匿名・流 第２０条第３号に掲げる事務のうち特殊詐欺の捜査

動型犯罪グループ対策室 に関する事務及び同条第６号に掲げる事務のうち匿

名・流動型犯罪グループの取締りに関する事務

別表第２の２の⑾五條警察署の表新町交番の項を削り、野原駐在所の項から丹原駐在

所の項までを次のように改める。



五條西交番 五條市田園３丁目

五條南交番 五條市野原西５丁目

別表第３機動捜査隊の項を削る。

附 則

この規則は、令和８年３月２７日から施行する。
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